
用事の忘れてしまうことを防ぐには、カレンダー、卓上の
日めくり、スケジュール帳、ホワイトボード、メモ、貼り紙など
を活用します。
家の中の見やす
いところにカレ
ンダーや日めく
りを貼り、日にち
や曜日を確認し
やすくします。
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Aさんはアルツハイマー病と診断された後も車の運転をやめませんでした。
しかし、一時停止の場所で止まらなかったり、車線をまたいで走行したりなど、事故
につながりかねない場面がみられるようになったので、運転状況をチェックするた
め、ドライブレコーダー
をつけて運転して、その様子
を分析してもらいました。そ
の結果、健康な人に比べて、
一時不停止、信号無視など
が多いことがわかり、家族や
主治医の説得もあり、運転
をやめることにしました。

一般的には、健康保険証やパスポートなどがあります。写真付き住民
基本台帳カード（住基カード）を持っていると、本人確認が必要なとき
に、公的な身分証明書として利用することもできます。また、マイナンバ
ー制度に基づく「個人番号カード」も住基カードと同様に公的な身分
証明書として利用できます。「個人番号カード」を取得した場合、住基カ
ードは返納する必要があります。住基カードは有効期間（発行の日か
ら10年間）内は利用できます。

車を運転するには同時に複数の判断を必要とします。認知症になると、それまでには考えら
れなかった操作ミスなどがあり、危険を伴う場合があります。
また警察に相談してみるのもよいでしょう。運転免許証の更新を希望する７５歳以上の高齢
運転者に対しては、認知機能検査をおこなうことが義務づけられています。運転者が「認知
症」の場合、年齢に関係なく、「公安委員会により『運転免許を取り消す』、または、『免許の
効力を停止する』ことができる」と道路交通法で定められています。
本人が納得し、免許証を返納することが望ましいですが、本人の思いやプライドもあるので、
十分な配慮の上、主治医から話してもらうのもよいでしょう。
警察署や運転免許センターには、運転技能や運転免許
などについての運転適性相談窓口があり、運転に不安が
ある場合の免許の更新について相談できます。
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実際にはないことを信じ込んで、訂正が効かないことを妄想と
言います。自分の主張は正しいと思っているので、間違いである
と指摘しても納得せず、かえって妄想がひどくなることもありま
す。「物盗られ妄想」の他に、配偶者が不貞をしていると信じる
「嫉妬妄想」、厄介者扱いされたと思い込む「いじめられ妄想」
など、自分が被害者であるとする「被害妄想」が多くみられます。
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アルツハイマー病やレビー小体型認知症であ
れば、進行を遅らせる薬があり、本人の日常生
活動作（ADL）や生活の質(QOL)を維持でき
ます。また、介護負担を減らすこともでき、早期
であれば、理解力や判断力が保たれているの
で、病気であることを受け入れ、今後の人生を
設計する時間が与えられることになります。

認知症を専門とする医師
がおり、診断、治療方針の
選定、入院も可能な医療機
関（一部を除く）で、秋田県
内で9ヶ所（平成30年3月
末現在）設置されています。
認知症についての医療福祉
相談も行っており、地域の
保健・医療・福祉関係者の
支援も行います。
（詳しくはP48をご覧下さい）

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/6761
認知症サポート医は、次のＵＲＬからご覧になれます。
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就労継続支援事業所に行くのが
大変になりました。
介護サービスを使えますか？

Bさんは、就労継続支援事業所で週5日仕事をし、生
き生きと過ごしました。戸外の仕事が好きなBさんは、シル
バー人材センターの協力を得て、近くの施設の木の剪定
や草取りなどの屋外作業をするようになり、夏の暑い日も

汗だくで頑張っていました。しかし、1年を過ぎるころから、屋外作業が負担となり、
体調不良のため欠勤や作業中休憩することが増えてきました。
次第に、何をするにも時間がかかり、手順がわからなくなり、3年目
にはいるころには、意欲の低下がみられるようになりました。
欠勤が増え、週1～2日の利用となり、作業が本人にとってストレス
になっている様子から、家族やスタッフ、ケースワーカーとの話し合
いで、要介護認定を申請し、デイサービスの利用を始めました。

症状の進行により就労継続支援事業所での作業が困難に…

認知症は進行する疾患なので、本人の能力を見
極め、本人のペースに合わせた支援が大切です。
家族、事業所の職員、医療機関のケースワーカー、
主治医など多職種の連携が重要です。 事業所

職員
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アルツハイマー病に対しては、アセチルコリン伝達を改善する薬剤、塩酸ドネペジル（アリセ
プト）が使われます。また、平成26年秋からは、レビー小体型認知症に対しても処方できるよ
うになりました。
これは病気の進行を緩やかにするものであり、根本的な治療ではありません。

平成23年春からは、アリセプトに加えて、3種類のアルツハイマー病治療薬が病院で処方で
きるようになりました。リバスチグミンとガランタミンはアリセプトと同様、アセチルコリン伝
達を改善する薬剤ですが、リバスチグミンは貼付剤なので、吐き気や下痢などが少なく、ガラ
ンタミンは、アリセプトとは別の作用も持っており、アリセプトが効かない人にも有効とされ
ます。
一方、メマンチンはこれらとは作用が異なり、アリセプトとの併用も可能です。
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●介護老人保健施設
●特別養護老人ホーム
●認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

施設に入所して受けるサービス
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認知症など、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支援する制度です。財
産管理や契約等の支援をします。本人の判断能力の程度により、下記の3つに
分類されます

地域包括支援センター、日本司法支援センター（法テラス）、
弁護士会、司法書士会、家庭裁判所、
秋田県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会など

専門の医師がいる病院や「もの忘れ外来」がある施設を知りたい場合は、
公的機関では次のところに電話してお聞きください。

専門の医師に相談したいとき

　若年性認知症コールセンター
　〒474-0037 愛知県大府市半月町三丁目294番地
　フリーコール（無料）：0800-100-2707
　ご利用時間：月曜日～土曜日（10:00～15:00）　http://y-ninchisyotel.net/

　県内の認知症疾患医療センター
 （大館・鹿角地域） 大館市立総合病院
  電話：０１８６-４２-５３７０
 （北秋田地域） 医療法人 久幸会　たかのす今村クリニック
  電話：０１８６-６２-５６５５
 （能代・山本地域） 秋田県厚生農業協同組合連合会　能代厚生医療センター
  電話：０１８５-５２-３１１１
 （秋田周辺地域） 地方独立行政法人　市立秋田総合病院
  電話：０１８-８６６-７１２３
  医療法人 久盛会　秋田緑ヶ丘病院
  電話：０１８-８４５-２２２８
 （大仙･仙北地域） 地方独立行政法人秋田県立病院機構
  秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
  電話：０１８-８９２-３７５１
 （由利本荘・にかほ地域） 特定医療法人 荘和会　菅原病院
  電話：０１８４-２２-１６０４
 （横手地域） 社会医療法人 興生会　横手興生病院
  電話：０１８２-３２-２０７８
 （湯沢･雄勝地域） 医療法人 せいとく会　菅医院
  電話：０１８３-５２-２０００

 ※診療日、時間等については、各認知症疾患医療センターへお問い合わせ下さい。
 （秋田県美の国ネットURL： http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/7513 ）

　NPO法人 若年認知症サポートセンター
　〒160-0022 東京都新宿区1－25－3 エクセルコート新宿302号
　電話：03-5919-4186
　ファックス：03-5368-1956　http://www.jn-support.com/

若年性認知症に関して相談したいとき
　若年性認知症支援コーディネーター
 地方独立行政法人秋田県立病院機構 
 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
 電話：018-892-3751
 時間：9：00～16：00（平日）　http://yod.akita-rehacen.jp/pc/

　若年認知症サロン「つぼみ」の会
 電話：080-3335-3624
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　 認知症介護情報ネットワーク（ＤＣネット）
   【 http://www.dcnet.gr.jp/ 】
　 認知症介護研究・研修センターが運営するホームページで介護に関する様々
　  な知識が得られます。

　 WAM NET（ワムネット） 【 http://www.wam.go.jp/ 】
　 全国の介護保険サービスを提供する事業者などを検索できます。

　 認知症ケアポータルサイト
   【 http://www.ninchishou.com/ 】
　 認知症に関する医療や福祉の様々な団体のホームページにリンクしています。

　 認知症フォーラム
   【 http://www.ninchisho-forum.com/ 】
　 認知症に関するフォーラムや講演会、各地の取り組みを動画で紹介しています。
　　
　 e-65.net 【 http://www.e-65.net/ 】
　認知症に関する基礎知識や様々な情報をわかりやすく入手できます。

いーろーご

お住まいの市町村の介護保険の担当窓口で、お近くの次の機関を
紹介してもらってください。

　秋田県認知症コールセンター
　電話：０１８-８２４-２２７５
　時間：９：００～１７：００（平日）

　公益社団法人　認知症の人と家族の会　秋田県支部
　電話：０１８-８６６-０３９１

　若年認知症サロン「つぼみ」の会
　電話：０８０-３３３５-３６２４

介護全般について相談したいとき

他にも、電話での相談を受けつける団体があります。

　地域包括支援センター このハンドブックに出てきた制度のまとめと申請窓口です。

精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳

お住まいの市町村の障害福祉担当課

自立支援医療 お住まいの市町村の障害福祉担当課

雇用保険 ハローワーク

傷病手当金 職場の人事部など
協会けんぽ

健康保険 職場の総務部や
お住まいの市町村の健康保険担当窓口

障害年金 お住まいの市町村の年金相談窓口（国民年金）
年金事務所・共済組合（厚生年金）

介護保険 お住まいの市町村の介護保険担当課

生命保険、住宅ローン 生命保険会社、金融機関の担当課

障害福祉サービス お住まいの市町村の障害福祉担当課

成年後見制度 家庭裁判所

特別障害者手当 お住まいの市町村の障害福祉担当課
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の
20歳以上の方が対象です。日常生活に常時特別の
介護が必要な方に支給されます。



　 認知症介護情報ネットワーク（ＤＣネット）
   【 http://www.dcnet.gr.jp/ 】
　 認知症介護研究・研修センターが運営するホームページで介護に関する様々
　  な知識が得られます。

　 WAM NET（ワムネット） 【 http://www.wam.go.jp/ 】
　 全国の介護保険サービスを提供する事業者などを検索できます。

　 認知症ケアポータルサイト
   【 http://www.ninchishou.com/ 】
　 認知症に関する医療や福祉の様々な団体のホームページにリンクしています。

　 認知症フォーラム
   【 http://www.ninchisho-forum.com/ 】
　 認知症に関するフォーラムや講演会、各地の取り組みを動画で紹介しています。
　　
　 e-65.net 【 http://www.e-65.net/ 】
　認知症に関する基礎知識や様々な情報をわかりやすく入手できます。

いーろーご

お住まいの市町村の介護保険の担当窓口で、お近くの次の機関を
紹介してもらってください。

　秋田県認知症コールセンター
　電話：０１８-８２４-２２７５
　時間：９：００～１７：００（平日）

　公益社団法人　認知症の人と家族の会　秋田県支部
　電話：０１８-８６６-０３９１

　若年認知症サロン「つぼみ」の会
　電話：０８０-３３３５-３６２４

介護全般について相談したいとき

他にも、電話での相談を受けつける団体があります。

　地域包括支援センター このハンドブックに出てきた制度のまとめと申請窓口です。

精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳

お住まいの市町村の障害福祉担当課

自立支援医療 お住まいの市町村の障害福祉担当課

雇用保険 ハローワーク

傷病手当金 職場の人事部など
協会けんぽ

健康保険 職場の総務部や
お住まいの市町村の健康保険担当窓口

障害年金 お住まいの市町村の年金相談窓口（国民年金）
年金事務所・共済組合（厚生年金）

介護保険 お住まいの市町村の介護保険担当課

生命保険、住宅ローン 生命保険会社、金融機関の担当課

障害福祉サービス お住まいの市町村の障害福祉担当課

成年後見制度 家庭裁判所

特別障害者手当 お住まいの市町村の障害福祉担当課
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の
20歳以上の方が対象です。日常生活に常時特別の
介護が必要な方に支給されます。



ハンドブック

秋田県

秋田県健康福祉部 長寿社会課
〒010-8570  秋田県秋田市山王４丁目１番１号
TEL 018-860-1361 ／ FAX 018-860-3867
E-mail : chouju@pref.akita.lg.jp


